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是
時
名
と
散
田
川
川

I
l
l
1「
西
福
寺
文
書
」
年
未
詳
二
月
二
八
日
付

是
時
名
・
久
延
名
作
職
童
書
を
め
ぐ
っ
て
|
|
|

寺

下

義

註(
問
)
笠
松
は
、
寸
二
ノ
門
前
」
内
の
東
端
。
『
西
福
寺
誌
』

(
前
掲
)
は
、
先
の
「
辻
堂
地
蔵
尊
」
に
続
け
て
、
「
傘

(
笠
)
松
」
を
次
の
よ
う
に
記
す
(
一
六
頁
。
原
文
の
ル

ビ
は
省
略
)
。

(
寺
カ
)

堂
前
に
は
原
河
あ
り
て
板
橋
を
架
せ
ら
る
、
当
時
草

創
の
時
に
は
石
造
な
る
由
道
残
上
人
の
縁
起
に
註
き

る
、
そ
れ
よ
り
数
歩
に
し
て
傘
松
の
遺
祉
あ
り
。

『
傘
松
』
は
白
狐
現
じ
て
関
山
上
人
を
迎
ゑ
し
遺
祉

に
て
傘
の
如
き
形
の
老
松
近
年
ま
で
存
在
せ
り
と
云
。

半
田
は
「
一
ノ
門
前
」
(
原
地
籍
ロ
)
・
「
二
ノ
門
前
」

双
方
に
あ
り
、
中
者
の
西
側
。
札
場
は
「
一
ノ
門
前
」
内

に
あ
り
、
現
在
の
高
松
清
氏
宅
(
図
H
の
B
)
の
東
側
に

位
置
す
る
。
以
上
、
土
地
の
呼
称
・
位
置
に
つ
い
て
は
、

前
回
賢
次
氏
の
御
教
示
に
し
た
が
う
。

(
削
)
辻
子
堂
の
除
地
分
耕
地
が
「
外
辻
堂
L

(

原
地
籍
日
)

で
は
な
く
、
「
内
辻
堂
」
内
に
存
在
し
た
と
推
測
す
る
理

由
は
、
も
し
そ
れ
ら
が
「
外
辻
堂
」
に
散
在
し
て
い
た
な

ら
ば
、
「
外
下
原
L

(

表

Hω
の
⑨
)
の
ご
と
く
、
「
外

辻
子
堂
」
と
明
記
さ
れ
る
は
ず
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

(
川
)
表
H
の

ω・
ωよ
り
、
「
一
ノ
門
前
」
・
「
二
ノ
門

前
」
・
「
内
辻
堂
」
・
「
下
原
」
の
各
地
籍
内
に
散
在
し

た
除
地
分
耕
地
を
算
出
す
る
と
、
表
高
(
①
1
⑧
・
⑪
)

は
一
町
四
反
五
畝
二
四
歩
(
⑨
・
⑬
の
外
下
原
・
下
原
内

外
を
加
え
る
と
一
町
七
反
二
四
歩
)
で
、
全
耕
地
の
六

五
・
五
(
七
六
・
七
)
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
内
高
(
①

l
⑦
・
⑬
)
は
二
町
二
反
七
畝
一
七
歩
で
、
全
耕
地
の
七

九
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。

(
旧
)
上
知
一
件
に
も
「
右
境
内
山
林
田
畑
慶
長
三
年
御
検
地

之
節
、
従
前
之
通
除
地
ト
被
成
下
、
木
村
宗
左
衛
門
殿
判

物
有
之
候
し
と
の
記
載
が
あ
る
。
西
福
寺
と
し
て
も
、
太

閤
検
地
以
前
に
安
堵
さ
れ
た
寺
領
を
「
除
地
」
と
認
識
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
西
福
寺
古
図
」
の
詞
書
に

は
「
境
内
門
ハ
ハ

H
I
l
l
u南
北
十
一
町
余
除
地

O

外
ニ
東
西
円
I
1
1
1
1
1
1
U
余
高
野
ニ
テ
除
地
」
と

あ
り
、
西
福
寺
に
は
境
内
地
(
「
南
北
十
一
町
余
」
の
記

載
か
ら
、
「
一
ノ
門
前
」
・

J

一
ノ
門
前
」
を
含
む
敷
地

全
域
と
推
定
さ
れ
る
)
・
高
野
周
辺
二
ケ
所
の
除
地
が
認

め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
且
疋
時
・
久
延
両
名
の
名
耕

地
が
、
こ
の
二
ケ
所
を
中
心
と
す
る
地
域
に
散
在
し
て
い

た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

(
山
)
寸
西
福
寺
文
書
」
四
。

(
旧
)
「
西
福
寺
文
書
」
一
九
。
な
お
、
こ
の
時
、
将
経
は
未
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来
堅
固
料
足
と
し
て
百
貰
文
を
受
け
取
り
、
西
福
寺
に
売

券
(
同
一
一
一
)
を
出
し
て
い
る
。
売
寄
進
に
関
し
て
は
、

須
磨
千
穎
「
美
濃
立
政
寺
文
書
に
つ
い
て
|
田
畠
寄
進
状
等

の
整
理
と
寸
売
寄
進
」
管
見
|
L
(
『
史
学
雑
誌
』
七
八
六
、

一
九
六
九
年
)
を
参
照
。
こ
の
論
文
の
中
で
、
須
磨
氏
は
、

二
度
に
わ
た
る
寄
進
に
つ
い
て
、
将
経
の
代
に
な
っ
て
も
、

依
然
、
地
頭
側
が
知
行
し
て
い
る
所
が
あ
り
、
そ
れ
が
双

方
で
問
題
と
な
り
、
再
寄
進
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
充
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
る

が
、
私
は
、
二
通
の
寄
進
状
(
お
よ
び
将
経
の
売
券
)
の

四
至
表
示
を
比
較
す
る
と
南
に
相
違
点
が
見
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
南
の
境
界
を
よ
り
明
確
な
か
た
ち
で
表
示
す
る
た

め
に
差
図
(
『
福
井
県
史
』
資
料
編
8
中
・
近
世
六
所
収

口
絵

1
・
「
西
福
寺
文
書
L
一
一

0
・
図
V
)
を
作
り
、
改

め
て
寄
進
す
る
必
要
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し

て
い
る
。

表
明
旧
西
福
寺
敷
地
の
四
至
表
示

61 

~t 南 西 東

高野
自

赤尾
馬

長
見鼻井乃 尾 ノ 重

小

横縄手鼻

同 経
黒

葦谷出
横尾 寄進

上見 状

長尾
口

高

喜樵 赤尾 長尾 将
野

経寄進
井葦谷

井
黒

見上 出
状

長尾 也之通也際 口
券売

寺
下

是
時
名
と
散
田
川

両
者
の
表
示
を
差
図
で
確
認
す
る
と
、
重
経
の
場
合
、

南
は
東
の
延
長
に
す
ぎ
ず
、
特
に
南
西
の
境
界
が
不
明
瞭

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
将
経
の
場
合
は
寺
域
の
寸
四
方

揚
」
が
確
定
さ
れ
、
現
在
の
原
地
籍
日
の
寸
西
福
寺
」
、

お
よ
び
「
一
ノ
門
前
」
・
「
二
ノ
門
前
」
を
完
全
に
含
む

も
の
と
な
る
。

(
山
)
「
商
福
寺
文
書
」
一
一
五
。

」
図V 酋福寺敷地差図

現在、 「古文書所有敷地田畑山林等第一号」との題置が付いた巻子本に
所収されている。法量は、縦29.3x横47.3(単位センチメートル)。

(
出
)
応
安
四
年
ご
三
七
ご
二
一
月
二
二
日
、
西
福
寺
敷

地
内
に
お
け
る
諸
役
免
除
を
伝
え
る
御
教
書
(
「
西
福
寺

文
書
L
五
)
が
存
在
す
る
が
、
発
給
者
を
明
ら
か
に
し
得

な
い
(
補
論
参
照
)

0

あ
る
い
は
気
比
社
・
気
比
庄
・
筋

野
保
な
ど
を
領
知
し
、
敦
賀
郡
務
(
職
)
に
あ
っ
た
と
見

ら
れ
る
妙
香
院
門
跡
(
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
図
像
部
一

二
所
収
「
門
葉
記
L
巻
第
一
四

O
〈
雑
決
一
〉
・
『
天
台

宗
全
書
』
第
一
六
巻
所
収
「
華
頂
要
略
」
巻
第
五
五
上

〈
御
門
領
〉
)
の
関
係
者
で
あ
ろ
う
か
。
妙
香
院
は
、
比

叡
山
飯
室
不
動
堂
の
南
東
に
あ
り
、
初
め
、
慈
忍
の
私
坊

で
あ
っ
た
が
、
の
ち
、
御
願
所
と
し
て
草
創
さ
れ
た
と
伝

え
ら
れ
る
(
『
新
註
近
江
輿
地
志
略
』
コ
二
四
頁
、
『
増

補
高
島
郡
誌
』
五

O
五
頁
、
『
天
台
宗
全
書
』
第
一
巻
所

収
「
華
頂
要
略
」
巻
第
三
下
〈
山
上
山
下
御
本
坊
殿
舎
堂

塔
新
古
指
図
〉
)
。
当
時
の
院
主
は
、
慈
済
で
あ
る
(
大

日
本
仏
教
全
書
「
華
頂
要
略
」
門
主
伝
第
一
八
)
。
管
見

で
は
、
妙
香
院
は
明
徳
四
年
二
三
九
三
)
頃
ま
で
存
続

し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
(
魚
澄
惣
五
郎
著
『
古

社
寺
の
研
究
』
〈
星
野
書
底
、
一
九
三
一
年
〉
所
収
「
金

光
寺
文
書
L
同
年
一

O
月
二
三
日
付
青
蓮
院
尊
道
法
親
王

令
旨
)
、
応
永
六
年
二
三
九
九
)
か
ら
同
三
五
年
(
一

四
二
八
)
に
か
け
て
、
そ
れ
ま
で
妙
香
院
領
で
あ
っ
た
気

比
庄
・
一
五
慶
寺
・
蔚
野
保
・
峨
熊
野
庄
な
ど
が
青
蓮
院
門

跡
領
と
し
て
文
書
に
表
れ
て
く
る
こ
と
か
ら
(
大
日
本
仏

教
全
書
「
華
頂
要
略
し
門
主
伝
第
二

O
、
同
補
遺
第
一
八
、
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「
西
福
寺
文
書
」
八

0
・
八
ご
、
応
永
の
初
め
に
は
廃
絶

し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

(
山
)
表
W
の
⑨
に
記
さ
れ
た
「
高
野
大
日
堂
田
」
五
反
の
内

二
反
が
、
⑦
の
「
大
日
堂
回
」
二
反
で
あ
る
こ
と
は
、
両

所
が
別
当
窺
鏡
の
売
券
・
地
頭
方
の
{
女
堵
状
を
と
も
な
う

土
地
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
(
寸
西
福
寺
文

書
」
三
七
・
七
八
)
。
た
だ
残
り
三
反
に
⑥
の
「
馬
見
鼻

大
日
堂
之
下
地
」
二
反
が
含
ま
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、

合
計
値
が
異
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
応
永
二

O
年

二

四
二
二
)
三
月
一

O
日
付
越
前
国
守
護
斯
波
義
重
安
堵
寺

領
下
地
目
録
(
同
四
九
)
や
同
二
六
年
(
一
四
一
九
)
三

月
三
日
付
某
(
山
内
将
経
か
)
困
地
寄
進
状
案
(
『
敦
賀

郡
古
文
書
』
一

O
六
1
『
敦
賀
市
史
』
史
料
編
第
三
巻
所

収
「
西
福
寺
文
書
」
七
八
)
に
は
、
五
反
の
「
高
野
田
し

が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
西
福
寺
知
行
分
の
「
高
野
田
」

l

大
日
堂
回
は
全
部
で
五
反
で
あ
っ
た
と
判
断
し
、
⑥
の

「
馬
見
鼻
大
日
堂
之
下
地
」
二
反
を
三
反
に
含
め
て
算
出

?レ
h
~
。

(
山
)
「
西
福
寺
文
書
」
二
六
。
端
裏
書
の
「
浄
心
寄
進
状
」

の
五
文
字
は
、
『
敦
賀
郡
古
文
書
』
七
三
よ
り
補
足
(
註

(
鈎
)
参
照
)
。

(
凶
)
「
西
福
寺
文
書
」
一
一
七
。

(
国
)
「
西
福
寺
文
書
」
一
一
八
。

(
別
)
「
西
福
寺
文
書
」
一
一
一

O
。

(m)
「
西
福
寺
文
書
」
三
六
。

(m)
「
西
福
寺
文
書
」
一
二
。

(
凶
)
良
如
は
、
応
永
一
一
一
年
二
四
O
五
)
八
月
五
日
付
置

文
(
「
西
福
寺
文
書
」
二
一
七
)
の
中
で
、
浄
鎮
を
顕
性
の

「
孫
僧
L

と
述
べ
、
浄
鎮
も
同
三
三
年
二
四
二
六
)
一

月
一
一
日
付
団
地
寄
進
状
(
同
七
八
)
で
「
祖
母
顕
性
禅

尼
」
と
記
し
て
い
る
。

(
凶
)
「
西
福
寺
文
書
」
二
ハ
。

(
防
)
当
時
の
安
堵
料
の
相
場
は
、
反
当
た
り
五
貫
文
前
後
で

あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
応
永
一
二
年
(
一
四
一
四
)
一

二
月
六
日
、
国
井
行
久
は
、
新
進
(
福
井
県
今
庄
町
新
道

か
)
に
あ
っ
た
真
福
寺
へ
団
地
二
反
を
寄
進
し
た
が
、
彼

も
ま
た
「
為
末
代
堅
固
」
一

O
貰
文
を
受
け
取
っ
て
い
る

(
「
西
福
寺
文
書
L

五
五
)
。
こ
の
他
、
地
味
に
よ
っ
て

異
な
る
の
か
、
「
西
福
寺
文
書
」
五
七
で
は
、
一
反
大
の

「
未
来
堅
固
料
」
が
一

O
貫
文
、
同
六
二
で
は
、
一
反
の

「
末
代
堅
固
料
足
」
が
七
貫
文
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、

船
岡
氏
は
、
註
(
凶
)
前
掲
論
文
で
、
こ
の
未
来
堅
固
料
を

一
般
的
な
安
堵
の
類
で
は
な
く
、
地
頭
職
権
の
代
償
的
性

格
が
強
い
も
の
と
さ
れ
る
。

(
郎
)
『
福
井
県
史
』
な
ど
で
は
、
「
ゃ
う
/
¥
」
に
「
要

用
し
と
註
記
し
て
い
る
が
、
要
用
な
ら
「
ょ
う
/
¥
」

(
「
西
福
寺
文
書
」
七
・
一
八
・
五
八
)
で
あ
ろ
う
。
私

は
、
「
廻
種
々
計
略
」
(
同
二
七
)
・
「
致
種
々
計
略
」

(
同
三

O
)
と
対
比
さ
せ
て
、
「
ゃ
う
/
¥
の
ひ
け
い
を

い
た
し
し
の
「
ゃ
う
/
¥
」
と
は
「
様
々
し
で
あ
る
と
理

解
す
る
(
『
岩
波
古
語
辞
典
』
な
ど
参
照
)
。

(
凶
)
山
内
将
経
は
、
重
書
的
で
「
又
速
々
等
閑
も
寺
家
の
事

な
く
侯
之
問
、
き
し
ん
状
を
遣
候
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

こ
こ
に
記
さ
れ
た
「
等
閑
」
と
は
、
貢
租
の
滞
納
や
未
進

を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
所
領
寄
進
や
知
行
安
堵
を

得
る
に
際
し
、
酒
肴
沙
汰
な
ど
地
頭
へ
の
働
き
掛
け
を
疎

か
に
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。

(
凶
)
船
岡
氏
も
、
註
(
凶
)
前
掲
論
文
で
、
浄
鎮
一
族
の
外
護

者
と
し
て
の
重
要
性
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。

(
悶
)
た
だ
し
、
施
入
地
が
是
時
名
内
の
団
地
で
あ
る
こ
と
を

明
示
す
る
史
料
が
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
短
絡
的
に
当
該

地
は
是
時
名
々
回
で
は
な
い
と
決
論
付
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
た
と
え
ば
、
西
福
寺
々
領
分
配
目
録
(
「
西
福
寺

文
書
」
一
三

O
)
に
見
え
る
「
木
崎
字
八
段
田
」
や
春
庚

が
買
得
し
た
「
嶋
郷
和
久
野
村
社
司
免
田
」
(
同
一
七

七
)
は
、
い
ず
れ
の
名
に
属
し
た
か
、
目
録
自
体
に
は
明

記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ

F
¥が
重
国
名
(
同
四
四
・

一
一
四
・
一
二
二
、
平
内
名
(
同
一
八

0
・
一
八
四
)

内
の
田
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
註
(
臼
)
・
(
目
別
)
で
ふ
れ
た

通
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
名
内
耕
地
で
あ
っ
て
も
、

時
と
し
て
、
そ
の
こ
と
を
記
き
な
い
場
合
も
あ
っ
た
こ
と

を
裏
付
け
る
事
例
と
言
、
え
よ
、
7
0

(
別
)
福
井
地
方
法
務
局
敦
賀
支
局
架
蔵
の
原
地
籍
図
に
よ
れ

ば
、
「
一
ノ
門
前
」
は
二
二
筆
で
一
町
二
反
六
畝
=
一
歩
、
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「
二
ノ
門
前
」
は
一
七
筆
で
六
反
九
畝
一
八
歩
、
合
計
三
退
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

九

筆

、

一

町

九

反

五

畝

二

一

歩

と

な

る

。

(

邸

)

こ

れ

が

、

註

(m)で
述
べ
た
寸
(
下
)
作
得
分
」
(
「
西
福
寺

(m)
応
永
三
二
年
(
一
四
二
五
)
一
一
一
月
一
五
日
、
浄
鎮
は
、
文
書
」
七
七
)
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

一
期
の
聞
の
知
行
を
認
め
ら
れ
て
い
た
門
前
回
反
回
・
鐙
(
郎
)
「
西
福
寺
文
書
」
六
二
了
七
三
に
は
寸
道
円
持
分
散
回
し

楼
下
一
反
の
「
(
下
)
作
得
分
」
=
一
石
一
斗
五
升
を
極
楽
院
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
持
分
」
と
は
実
質
耕
作
に
従
事

領
に
定
め
て
い
る
が
(
「
西
福
寺
文
書
」
七
七
)
、
文
亀
三
す
る
者
の
所
持
分
耕
地
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
(
同
二

年

こ

五

O
三
)
九
月
一

O
日
付
西
福
寺
々
領
目
録
(
同
九
・
一
五
三
一
)
、
道
円
は
、
こ
れ
ら
散
田
を
自
作
し
て
い

一
四
九
)
の
極
楽
院
知
行
分
に
は
、
そ
れ
に
該
当
す
る
所
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。

領
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
当
時
、
そ
れ
ら
は
西
福
寺
に
返
(
印
)
註
(
幼
)
参
照
。

還
さ
れ
、
常
住
分
に
入
っ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

(m)
長
禄
二
年
二
四
五
八
)
一
一
月
日
付
越
前
国
商
野
保

(
問
)
「
領
家
方
」
に
つ
い
て
は
、
補
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。
年
貢
算
用
状
(
寸
醍
醐
寺
文
書
」
九
四
)
に
よ
れ
ば
、
名

(
悶
)
地
頭
へ
の
貢
租
を
「
御
年
貢
」
と
称
し
た
事
例
は
、
明
田
は
分
米
高
(
五
四
石
一
斗
九
升
三
合
)
の
み
で
、
田
積

応
七
年
(
一
四
九
八
)
一
一
月
一
一
一
日
付
八
回
継
吉
年
貢
の
記
載
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
散
回
は
、
分
米
高
(
三

契
状
(
「
西
福
寺
文
書
」
一
四
八
)
に
求
め
ら
れ
る
。
九
石
六
斗
八
升
)
と
と
も
に
、
回
積
(
六
町
四
反
七

O

(
以
)
註
(
市
)
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
是
時
・
久
延
両
名
内
の
歩
)
も
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
名
回
収
取
分
か
ら
蔵

田
地
を
め
ぐ
る
西
福
寺
と
櫛
川
住
人
孫
大
夫
(
孫
権
守
)
付
・
剣
宮
四
日
が
納
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
散
因
分

と
の
相
論
(
「
西
福
寺
文
書
」
一
四
二
で
、
「
小
奉
か
ら
は
地
下
(
社
家
)
免
田
・
正
月
祝
分
な
ど
が
差
し
引

〈
朝
宜
教
景
)

行
」
中
村
一
房
一
信
は
「
郡
司
被
披
開
召
御
成
敗
之
上
者
、
無
か
れ
て
い
る
(
当
時
、
半
済
が
施
行
さ
れ
て
い
た
が
、

万
雑
公
事
、
作
職
共
ニ
永
代
御
知
行
不
可
有
相
違
候
」
と
(
)
内
に
は
合
計
値
を
示
し
た
)
。

の
証
状
(
同
一
六
一
)
を
西
福
寺
に
与
え
て
い
る
が
、
こ
(
悶
)
天
文
七
年
二
五
三
八
)
一
一
月
吉
日
付
江
良
浦
納
所

こ
に
見
え
る
「
作
職
共
ニ
永
代
御
知
行
」
と
は
、
か
つ
て
帳
(
寸
万
根
春
次
郎
家
文
書
L

八
)
に
よ
れ
ば
、
五
郎
大

八
刺
判
)

孫
大
夫
が
「
致
子
々
孫
々
、
作
人
之
事
者
可
預
申
候
」
夫
以
下
六
人
が
散
回
を
保
有
し
て
い
る
(
次
頁
、
表
四
)
。

(
同
一
三
六
)
と
述
べ
た
こ
と
を
否
定
す
る
裁
決
で
あ
る
散
田
に
は
、
米
・
麦
・
粟
・
桑
代
な
ど
の
負
担
義
務
が
あ

こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
作
職
を
知
行
す
る
と
っ
た
が
、
名
(
回
)
と
異
な
り
、
「
年
貢
」
と
「
社
之
初

は
、
作
人
の
こ
と
を
「
預
申
」
す
、
す
な
わ
ち
作
職
を
進
米
(
ミ
ヤ
の
は
つ
を
)
」
は
賦
課
さ
れ
て
い
な
い
。
江
良

寺
下

是
時
名
と
散
田
川
W

浦
に
は
、
「
惣
中
し
と
し
て
万
祢
一
人
・
御
百
姓
三
人
が

い
た
が
(
同
七
・
一
八
)
、
そ
れ
以
外
に
も
下
人
の
存
在

が
確
認
さ
れ
る
(
向
四
・
五
)

0

五
郎
大
夫
ら
が
下
人
な

の
か
不
詳
で
あ
る
が
、
名
(
回
)
と
散
回
と
が
村
落
内
に

お
け
る
身
分
的
格
差
を
示
す
象
徴
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

(
別
)
宝
徳
三
年
(
一
四
五
二
三
月
二
日
、
林
元
光
は
、
中

村
前
「
深
河
ヌ
ク
井
ノ
上
L

に
あ
っ
た
社
家
石
塚
氏
の
数

回
一
反
を
西
福
寺
の
風
呂
田
と
し
て
寄
進
し
て
い
る
が

(
石
塚
氏
よ
り
、
当
該
地
は
代
官
で
あ
っ
た
山
室
が
売
却

し
た
も
の
故
、
認
め
ら
れ
な
い
と
の
異
議
申
し
立
て
が
あ

っ
た
が
、
結
局
、
寄
進
状
を
出
し
て
い
る
。
林
元
光
の
斡

旋
に
よ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
)
、
こ
の
土
地
は
、
石
塚
氏

の
「
家
領
」
の
一
部
で
あ
っ
た
(
「
西
福
寺
文
書
L

一一

八
・
一
三

O
)
。
な
お
、
元
亀
元
年
(
一
五
七

O
)
六
月

一
三
日
付
朝
倉
義
景
知
行
宛
行
状
・
同
月
一
四
日
付
朝
倉

氏
奉
行
人
連
署
状
(
『
敦
賀
郡
古
文
章
盲
』
続
集
二
四
・
二

五
、
『
敦
賀
市
史
』
史
料
編
第
二
巻
所
収
「
平
松
文
書
」

三
・
四
)
や
『
気
比
宮
社
記
』
巻
八
な
ど
に
よ
れ
ば
、
気

比
社
の
社
領
と
と
も
に
社
家
自
身
の
私
領
の
存
在
が
確
認

さ
れ
る
。
「
社
領
」
と
称
さ
れ
た
社
司
遣
田
免
田
(
寸
西

福
寺
文
書
」
二
一
一
、
註
(
臼
)
参
照
)
な
ど
に
対
し
、
社

家
独
自
の
私
領
と
は
、
東
河
端
氏
が
地
頭
職
を
有
し
た
山

泉
郷
(
『
敦
賀
郡
古
文
書
』
続
集
一
一
)
や
「
執
当
殿
様

御
私
領
に
付
候
」
(
寸
万
根
春
次
郎
家
文
書
L

七
)
と
一
言
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江良浦の名と散困表団

若
越
郷
土
研
究

社 の 初 米
(宮の初穂)

1升

7升 5合

2升 5合

桑代

200文

130文

130文

16文

160文

粟麦

1斗

米貢

3斗 3升

2斗 1升

年名・散田

①|万称、名

2升2斗 5升名

夫 2升

1升

5升3升 5合

四
十
三
巻
四
号

16文5升3升 5合郎

三郎 30文

15文

8升

1升

8升

3升

8升

5合二郎

70文2升

2升

五郎

太郎

⑨l兵衛

⑬|右近 15文6升1升

1升

9升 5合

⑪|なミ治、みさんてん

148 

『
国
史
大
辞
典
』
の

J
色
回
」
の
項
参
照
。

わ
れ
た
江
良
浦
、
さ
ら
に
先
の
石
塚
氏
の
「
家
領
」
な
ど

を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
家
領
が
社
領
と
は
異
な
る
私
領

で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
中
に
散
固
と
称
さ
れ
る
土
地

が
存
在
し
、
売
寄
進
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る

(
「
西
福
寺
文
書
L

二
八
)
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
、
一

中
世
後
期
、
気
比
社
領
の
私
領
化
が
進
行
し
て
い
た
と

る
見
解
(
『
敦
賀
市
史
』
通
史
編
上
巻
三
五
一
頁
・
外
閥
、

註
(
臼
)
前
掲
論
文
)
に
は
し
た
が
え
ず
、
社
領
と
は
別
に
、

社
家
は
も
と
/
¥
自
ら
の
所
領
を
持
っ
て
お
り
、

期
に
至
っ
て
も
両
者
は
区
別
き
れ
、
併
存
関
係
に
あ

と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
社
家
の
私
領
は
、
社

り
派
生
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
凶
)
神
田
、
註

(2)
前
掲
論
文
。

(
四
)
名
目
と
散
回
と
を
分
か
つ
規
準
、
あ
る
い
は
、
寸
名

立
」
の
規
定
な
ど
に
関
し
て
は
疑
問
が
あ
る
。
改
め
て
考

察
し
た
い
。

(
凶
)
『
国
史
大
辞
典
』
の
「
公
事
免
L

・
「
公
事
名
」
の
項

参
照
。

(
川
出
)
『
敦
賀
郡
古
文
書
』
一
一
一
五

1
『
敦
賀
市
史
』
史
料
編
第

四
巻
上
所
収
『
洞
泉
寺
文
書
』
二
。

(
凶
)
『
敦
賀
郡
古
文
書
』
一
一
一
六

1
『
敦
賀
市
史
』
史
料
編
第

四
巻
上
所
収
「
洞
泉
寺
文
書
」
三
。

(
刈
)
「
越
知
神
社
文
書
」
四
五
。

(
叩
)
『
戦
国
大
名
家
臣
団
事
典
』
西
国
編
の

1

小
泉
吉
宗
」

の
項
参
照
。

1斗 3升 0合782文1斗 6升 0合4斗 5升 O合7斗 9升0合

破線より下が散因。

②|山本名

③ I JflJ部名

④!彦大夫
一一ト一一一一ーー一一一一一一一-<一一一一一一一一一一一_，一一一一一一一_，一一ーー一一一一一一一一』一一一一一一一一一一_-<一一ー白ーー_，_一一一一一一一一一一一
⑤|五郎大

⑥|彦

⑦|右近

⑧|刑部
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